
長崎県告示第３９７号 

 長崎県特別栽培農作物認証制度実施要綱を次のように定める。 

    平成１４年３月２６日 

長崎県特別栽培農産物認証制度実施要綱 

  （目的） 

第１条 この要綱は、長崎県内で生産される特別栽培農産物の認証制度について定め、特

別栽培農産物の適正な評価と適正な表示を図り、一般消費者の選択に資するとともに、長

崎県内の特別栽培農産物の産地育成に寄与するものとする。 

  （定 義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところに

よる。 

 (１) 特別栽培農産物 化学的に合成された除草剤、殺菌剤及び殺虫剤の使用回数（成

分回数）及び化学肥料の使用量（窒素成分量）を慣行栽培における２分の１以下に抑えて

栽培された長崎県内で生産される野菜及び果実並びに穀類、豆類等（加工品を除く。）で

あって別表第１に定めるものをいう。       

 (２)  認証  特別栽培農産物の生産方法が別表第２に定める特別栽培農産物認証制度に

係る認証の基準（以下「認証基準」という。）に適合すること又はその生産方法が認証基

準に適合する玄米を用いた精米であることを、認証機関が認め証することをいう。 

  （認証の対象）                                                         

第３条  認証機関は、特別栽培農産物を生産する生産行程管理者及び特別栽培農産物とし

て栽培された米を精米する精米生産行程管理者を認証するものとする。 

  （認証機関の認定の申請） 

第４条 認証機関の認定を受けようとするものは、知事が別に定める手続きに従い、知事

に認定の申請をするものとする。 

２  知事は、前項の規定による認定の申請が次に掲げる要件のすべてに適合していると認

めるときは、認証機関として認定するものとする。 

（１）長崎県の区域内に事務所を有すること。 

（２）農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和２５年法律第１７５

号）第１７条の６の規程において準用する同法第１６条第２項の規定に基づき、登録

認定機関として登録された機関であること。 

（３）その他知事が別に定める基準に適合すること。 

  （認定の更新等） 

第５条 認証機関の認定は、５年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によっ

て、その効力を失うものとする。 

２ 前条の規定は、前項の更新について準用する。 

  （業務規定） 



第６条 認証機関は、特別栽培農産物の認証に関する特別栽培農作物認証業務規程（以下

「業務規程」という。）を定め、知事の認可を受けなければならない。これを変更しよう

とするときも同様とする。 

  （秘密保持義務等） 

第７条 認証機関の役員若しくはその職員又はこれらの者であった者は、認証の業務に関

して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。 

  （帳簿の記載） 

第８条 認証機関は、別に定めるところにより、認証について記録するための帳簿を備え、

認証に関する申請書類、検査報告書等とともに、これを当該認証を行った日から５年間保

存するものとする。 

  （知事に対する報告） 

第９条 認証機関は、認証を行ったときは、別に定めるところにより、その旨を知事に報

告するものとする。 

  （認証機関の検査等） 

第１０条 知事は、認証が公正に行われるように、認証機関を検査し、指導できるものと

する。 

  （認証機関の認定の取り消し） 

第１１条 知事は、認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消

すことができるものとする。 

（１）第４条第２項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。 

（２）第６条の認可を受けた業務規定によらないで認証を行ったとき。 

（３）不正な手段により第４条第２項の認定を受けたとき。 

（４）前条の規定に基づく検査の結果、不適正の事項が認められたとき。 

２ 知事は、前項の規定による認定の取り消しに当たって、認証機関に重大な故意又は過

失があると認められる場合は、取り消しの日から１年間は当該機関の認定を行わないもの

とする。 

  （認証の申請） 

第１２条 特別栽培農産物の認証を受けようとする者又は特別栽培農産物の認証を受けた

玄米を用いた精米の認証を受けようとする者（以下「認証申請者」という。）は、原則と

して、持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律（平成１１年法律１１０号）第４条

第３項の規程による認定農業者であることを要件とする。ただし、知事が特に認めた者に

ついては、この限りではない。   

２ 認証申請者は、認証機関が定める業務規定により、認証機関に認証申請するものとす

る。 

３ 認証機関は、前項の申請内容が認証基準に適合すると認めるとき又は前項の申請内容

が適当であると認めるときは遅滞なく認証するものとする。 



４ 認証機関は、第２項の申請内容が認証基準に適合しないと判断するとき又は第２項の

申請内容が適当でないと認めるときは、遅滞なくその理由を付して認証申請者に通知する

ものとする。 

  （認証の表示等） 

第１３条 認証機関は、前条第３項の規定により認証した特別栽培農産物に係る生産者（以

下「生産者」という。）又は精米に係る精米業者（以下「精米業者」という。）に、認証

シールを交付するものとする。 

２ 前項の規定により認証シールの交付を受けた生産者又は精米業者は、自ら管理する認

証を受けた農産物又は精米に認証シールを貼り付けることにより表示を行うものとする。 

３ 認証シールの表示方法及び規格等については、知事が別に定めるものとする。 

  （生産者等の役割） 

第１４条 生産者及び精米業者は、地域との連携協力に努めるとともに、適正な生産、精

米、出荷及び販売に努めるものとする。 

２ 生産者及び精米業者は、農産物に関する情報を消費者、販売業者、流通業者等に積極

的に提供し、相互の理解と信頼の向上に努めるものとする。 

  （栽培責任者等の配置） 

第１５条 生産者は、栽培責任者及び確認責任者を、精米業者は、精米責任者及び精米確

認者をそれぞれ置くものとする。 

２ 栽培責任者は、生産者が行う生産、出荷、販売、品質管理及び認証シールの使用等を

適正に行うよう指導するとともに、生産ほ場等の管理状況等の現地確認を行うものとす

る。 

３ 確認責任者は、栽培の管理方法を調査し、その管理等に係る記録内容を確認するとと

もに、栽培責任者による管理等について必要に応じ指導を行うものとする。 

４ 精米責任者は、精米業者が精米、出荷、販売、品質管理及び認証票の使用等を適正に

行うように指導するとともに、精米状況等の現地確認を行うものとする。 

５ 精米確認者は、精米の実績等を調査し、その実績等に係る記録内容を確認するととも

に、精米責任者による精米について必要に応じ指導を行うものとする。 

  （販売業者等の役割） 

第１６条 販売業者及び流通業者は、認証を受けた農産物及び精米を適正に流通させると

ともに、消費者に対し生産に関する情報を適切に提供するものとする。 

２ 販売業者及び流通業者は、認証シールを不正に作成し、又は使用してはならない。 

３ 販売業者及び流通業者は、認証を受けた農産物及び精米の流通過程において、特別栽

培農産物以外の農産物及び精米が混合したとき、若しくは化学合成された薬剤等の添加又

は処理が行われたときは、認証シールの表示を削除するものとする。 

  （委任規定） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 



別表１、２については、慣行基準を参照 


